
建築物再生可能エネルギー説明義務制度

神戸市 建築住宅局 建築指導部 建築安全課

建築物省エネ法に基づく
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本資料における略称は以下のとおりです。

・建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律は「建築物省エネ法」

・再生可能エネルギーは「再エネ」

・太陽光を電気に変換する設備及びその付属設備は「太陽光発電設備」

・建築物省エネ法に基づく、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関す

る計画は「促進計画」

・建築物省エネ法に基づく、建築物再生可能エネルギー利用促進区域は「促進区域」
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１ 促進区域制度の概要

（期待される主な効果）

 建築士による説明義務

建築士から設備導入の意義やメリットなどにつ

いて、情報提供を受けることにより、再エネ利用

設備への理解向上や設置促進が期待される。

 形態規制の合理化

形態規制の制約により再エネ利用設備の設置を

断念・あるいは設置規模を縮小していた 建築物

でも特例許可で緩和されることにより、再エネ利

用設備の設置促進が期待される。

（参考）
建築物再エネ促進区域について（国土交通省HP）

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/03.html
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神戸市地球温暖化防止実行計画の目標と取組

→ 2050年カーボンニュートラル

→ 2030年温室効果ガス60%削減(2013年比 )目標

→ 省エネ性能向上、太陽光発電設備の拡大 など

脱炭素先行地域（環境省交付金事業）の選定と取組

→ 2024年医療産業都市（ポートアイランド）が選定

→ 太陽光発電設備の導入量を拡大

１ 促進区域制度導入の背景
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２－１神戸市促進計画の概要

２ 神戸市における説明義務制度

定める事項 記載内容

促進区域の位置及び区域 医療産業都市（ポートアイランド）

再エネ利用設備の種類 太陽光発電設備

特例適用要件

①新築・増築しようとするもの
②架台等を設置しなければ建築基準法に適
合するもの
③架台等の部分を屋内用途に供しないもの
（車庫等除く）

啓発及び知識の普及等
・建築主：支援制度の情報提供
・建築士：制度説明、説明用の資料提供

区域図
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２ 神戸市における説明義務制度

対象となる建築
床面積の合計が10㎡を超える新築、増築
（文化財等及び仮設建築物を除く）
※神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例にて規定

説明の時期
建築工事に着手するまで
※事前に建築主に説明要否について意思を確認

説明内容
・設置可能な設備の種類
・設置可能な規模（kW、㎡等）

なお、建築主から説明を要しない旨の意思の表明があった場合には説明不要

２－１説明義務の対象など

2026年4月1日
より施行
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２－２説明の際にご利用いただけるリーフレットなど

２ 神戸市における説明義務制度

①意思表明書 ②リーフレット ③説明書

・説明義務制度の概要

・建築主の意思確認
（説明の要否）

・再生エネの概要

・導入効果

・設置の際の注意点

・設置可能な再エネ
利用設備

・設置可能な規模

※建築士は写し
を15年保存

※建築士は写し
を15年保存
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２－２説明の際にご利用いただけるリーフレットなど

２ 神戸市における説明義務制度

①意思表明書（参考様式）

制度概要

説明対象など

下段は、建築士・建築主の署名欄です。
説明の要否に関する建築主の意思表明書
面としてご使用いただけます。↓
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２－２説明の際にご利用いただけるリーフレットなど

２ 神戸市における説明義務制度

②リーフレット
（主な掲載内容）

 設備の特徴

 太陽光発電の導入方法（自己所有その他）

 太陽光発電の費用・メリット

経済性シミュレーション※（例：事業所・25kw）

 太陽光発電の維持管理

 支援制度等の参考情報

※設置コストと電力購入費用削減効果・売電による収益等

を比較し試算。国土交通省が公開している「太陽光発電設

備の設置に係る初期投資の回収期間の試算ツール」を使用。

主に太陽光発電設備に関する情報を掲載
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２－２説明の際にご利用いただけるリーフレットなど

２ 神戸市における説明義務制度

③説明書（参考様式） （建築物省エネ法及び省令に基づく記載事項）

次の事項を記載の上、建築主へ明示してください

 説明の年月日

 説明の相手方（建築主の氏名など）

 建築物の所在地

 設置可能な再エネ利用設備の種類と規模

 建築士の氏名、その建築士資格の別及びその登録番号

 建築士の属する建築士事務所の名称及びその所在地

並びにその事務所の種類の別

※以上が網羅されていれば任意様式でも構いません。

※建築設備士等が説明に協力する場合には、備考欄にその氏名

や資格を記載していただいても構いません。
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（情報提供）
①制度概要
意思確認

②再エネの概要

２－３説明の流れ（一例）

２ 神戸市における説明義務制度

事前相談
重要事項説明

建築士

建築主 ①意思表明書
(制度概要)

②パンフレット
(再エネの概要)

①意思表明書
(制度概要)

※説明不要の場合、
15年保存（ここ
で終了）

（意思表明）
説明の要否

 情報提供（建築士→建築主）

・制度の概要（意思確認書の上

段）を説明

・再エネ設備の設置に関する情

報（リーフレット等）を提供

 意思表明（建築主→建築士）

・建築士からの情報提供を踏ま

えて説明の要否を判断

・説明の要否を意思表明
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２－３説明の流れ（一例）

２ 神戸市における説明義務制度

設計契約

建築士

建築主
説明の要否や提案の要否などを踏まえて契約
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２－３説明の流れ（一例）

２ 神戸市における説明義務制度

基本設計
実施設計

③説明書
（種類・規模）
※建築主へ交付

・建築主の意向を反映
・説明書(写し)保存
(15年)

建築士

建築主

・設計提案
・設置可能な
再エネを説明

・設計
・説明書を作成

再エネ設備の
設置に関して
意向を伝達

写し
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 説明書は根拠資料を整理し作成してください

設置可能な再エネ利用設備の種類や規模の選定・算定の根拠を整

理し、建築主の要望に応じて適宜説明できるようにしてください。

 説明対象設備は建築主とご相談ください

神戸市では再エネ促進計画において，「太陽光発電設備」を特に

設置を促進する設備と定めていますが，説明対象とする設備はこれ

に限りません。また、必ずしもこれを説明する必要はありませんの

で、建築主とご相談のうえ、説明対象設備をご選定ください。

２－４注意点（説明方法）

２ 神戸市における説明義務制度

（参考）説明義務制度の再現ドラマ

（参考）国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/03.html
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２－４注意点（図書の保存）

２ 神戸市における説明義務制度

説明を実施した場合 建築主が説明を要しない旨の意思表明をした場合

建築士は本制度に用いた書面を建築士法に基づき

１５年間保存しなければなりません。

説明書等、説明に

用いた書面（写し）

説明を要しない

意思表明を行った書面

※建築士における説明義務の履行状況は、建築士法に基づき都道府県が実施する
建築士事務所への報告聴取等の中で確認される可能性があります。
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（参考）建築基準法の特例許可
 概要

再エネ促進計画に定める要件（特例適用要件）に適合する建築物は、特定行政庁が建築審

査会の同意を得て許可をすることにより、再エネ設置に必要な範囲で形態規制を緩和。

本市では、建築基準法第 5 2条の容積率と同法第 5 3条の建蔽率を対象に、特例許可の前提と

なる許可基準は別途定め、促進計画の公表に合わせて 2 0 2 6年 4月 1日より公表。

 特例適用要件（緩和対象）の概要

次の全ての要件に適合するもの

①促進区域内において新築又は増築しよう

とする建築物であること

②太陽光発電設備及び架台等を設置しなけ

れば建築基準関係規定に適合すること

③架台等の部分は屋内用途に供しないこと

（自動車車庫等除く）
特例許可による緩和のイメージ
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３ その他Q＆A

制度に関するQ＆A

 神戸市促進計画に関するQ＆A（随時更新）
h t t p s : / / w w w . c i t y . k o b e . l g . j p / / a 8 1 0 4 2 / b u s i n e s s / t o d o k e d e / j u t a k u t o s h i k y o k u / b u i l d i n g /

p r o c e d u r e / s a i e n e s o k u s h i n k e i k a k u _ s e i d o . h t m l

 質疑応答集（国土交通省）
h t t p s : / / w w w . m l i t . g o . j p / j u t a k u k e n t i k u / b u i l d / r 4 k a i s e i _ d o c u m e n t . h t m l

お問い合わせ先

 本制度：建築住宅局 建築指導部 建築安全課

h t t p s : / / w w w . c i t y . k o b e . l g . j p / / a 8 1 0 4 2 / b u s i n e s s / t o d o k e d e / j u t a k u t o s h i k y o k u / b u i l d i n g /

p r o c e d u r e / s a i e n e s o k u s h i n k e i k a k u _ s e i d o . h t m l

 再生可能エネルギー全般と補助金等：環境局 脱炭素推進課

h t t p s : / / w w w . c i t y . k o b e . l g . j p / a 7 3 4 9 8 / o n d a n k a / 3 c 1 . h t m l


